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控訴の提起に関するお知らせ 
 
当社は、平成 16年３月１６日付で、大阪高等裁判所において控訴の提起を受け、
４月２１日に書類を受領いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。 
 

記 
 

１． 控訴の提起に至った経緯 
カネボウ（株）により提起された特許権侵害事由に基づく当社錠剤検査
装置の製造販売禁止及び損害賠償請求訴訟に関し、平成 16年 3月 4日大
阪地方裁判所が第一審判において当社主張の正当性を全面的に認める判
決を下しましたが、カネボウ（株）はこれを不服として控訴を提起した

ものであります。 
 
２． 控訴を提起した者 
（１）名    称 カネボウ株式会社 
（２）所  在  地       東京都墨田区墨田５丁目１７番４号 
（３）代表者の氏名 代表取締役 帆足 隆（本年３月１６日現在） 

 
３． 控訴の内容及び損害賠償請求金額 
（１）原判決を取り消す。 
（２）被控訴人は、その錠剤検査装置を製造、販売及び販売の申出をし 
   てはならない。 
（３）被控訴人は、控訴人に対して金２億１０００万円を支払え。 

 
４． 今後の見通し 
当社は、カネボウ（株）の請求に対して第一審同様、当社の正当性を主

張し争っていく方針であり、控訴審においても当社が敗訴することはな
いと見込んでおります。 

 

以上 


